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司法行政文書開示通知書
－

1月18日付け（同月19日受付、第030900号）で申出のありました司法

行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

「衆議院法務委員会裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯

決議」 と題する文書（片面で2枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 (4233) 5240 (直通）



衆議院法務委員会

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

(令和4年1月調査）

議決年月日

(回次）

令和3年3月12日

(第204回国会）

提出会派

結果

自民、立民、公明、維新、国民

賛成多数（反対一共産）

議案の概要 裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を17人減

少しようとするもの

附帯決議 処理状況
処理内容及び今後の予定

（対応困難な場合はその理由）

一民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達

成するため､審理期間が長期化している近年の状況

を検証し､審理の運用手法、制度の改善等に取り組

み、その上で、目標達成に必要な範囲で削減を含め

裁判官の定員管理を行うこと。

●

9

、

一部措置済み（令和3年）

裁判所としては、第一審の訴訟手続を2年以内のできる

だけ短期間に終局させるとともに、当事者である国民のニ

ーズを踏まえ、充実した手続を実施する方策の一環として、

合議体による審理の充実・活用を図るよう努力していると

ころであり、裁判の迅速化に関する法律第8条第1項に定

められた裁判の迅速化に係る検証において、審理期間が長

期化している状況を不断に検証するとともに、争点整理手

続の実情や合議体による審理の実情等を分析・検証するな

どし、合理的期間内に充実した適正な裁判が実現されるよ

うに検討を続けている｡これまでも裁判所としては、裁判

官を増員し、裁判官が適切な訴訟指揮権を行使して終期を

見通した計画的な審理の実践や合議事件の審理の充実強化

を図る態勢を整えるとともに、訴訟関係人の理解と協力を

得つつ、争点中心型審理の実践に努めるなど､審理期間及

び合議率の目標達成のため検討を続けてきたところであ

り、令和3年度においても、事件動向等を注視し、適正迅

速な事件処理に支障を来すことのないよう､必要な人員配

置を行った。



※太枠の中を記入しでください。

※処理状況の欄には、措置済み、一部措置済み、検討中、未着手の中から、調査時点における状況を選択して記入してください。

措置済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も記載してください。

※他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください。

二裁判所職員定員法の改正を行う場合には､引き続

き､判事補から判事に任命されることが見込まれる

者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、

その定員が適正であることを明確にすること。

検討中

裁判所としては、判事補から判事に任命されることが見

込まれる者の概数及び判事の欠員見込みの概数及びその定

員が適正であることについては、委員会質疑を通じて明ら

かにする予定である。

三平成二十五年三月二十六日､平成二十八年三月十

八日、平成二十九年三月三十一日及び令和二年四月

三日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ､最

高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足

に努めるとともに､判事補の定員の在り方につい

て、更なる削減等も含め検討していくこと。

検討中

裁判所としては、引き続き、裁判官にふさわしい資質．

能力を備えた人をできるだけ多く裁判官に採用できるよう

努めるとともに、判事補の定員について、今後の事件動向

や充員の見込み等を踏まえて検討を続けてまいりたい。

四現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の減少に

ついて顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、

そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影

響につき必要な分析を行い､その結果を国会に示す

とともに､法改正を踏まえた更なる法曹養成機能の

向上､法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層

進めること。

検討中

一

法曹志望者数の減少、ひいては司法修習生の減少が判事

補任官者数に及ぼす影響については、必要な分析を行った

上で、委員会質疑を通じて示す予定である。

五司法制度に対する信頼確保のため､訟務分野にお

いて国の指定代理人として活動する裁判官出身の

検事の数の縮小を含む必要な取組を進めること。


